
「（仮称）鉢伏山風力発電事業環境影響評価準備書」 

に対する環境大臣意見 

本事業は、中部電力株式会社及び株式会社 OSCF（以下「本事業者」という。）

が、福井県敦賀市及び南条郡南越前町において、最大で出力 54,600kWの風力発

電所を設置するものである。 

今日の地球温暖化の危機的状況においては、再生可能エネルギーの主力電源

化を進めることが不可欠であるが、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、景観

や環境等への影響について地域の懸念が顕在化している。令和６年５月に閣議

決定された第６次環境基本計画では、再生可能エネルギーの最大限の導入に向

けた取組を加速化するとした上で、再生可能エネルギー発電設備の不適正な導

入による環境への悪影響を防ぎ、地域の自然の恵みを損なうことなく地域の合

意形成を図りつつ、地域共生型の再生可能エネルギーの積極的な導入を目指す

必要があるとしている。 

対象事業実施区域の周辺には、複数の住居、学校及び病院その他の環境の保

全についての配慮が特に必要な施設（以下「住居等」という。）が存在している。

また、他の事業者による風力発電所が環境影響評価手続中であり、対象事業実施

区域は累積的な影響を考慮することが重要な地域に位置している。 

また、対象事業実施区域の周辺では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の

保存に関する法律（平成４年法律第 75号。以下「種の保存法」という。）に基

づき国内希少野生動植物種（以下「国内希少種」という。）に指定されているク

マタカのペアによる営巣及び繁殖が複数確認されており、対象事業実施区域及

びその周辺では、種の保存法に基づき国内希少種に指定されているイヌワシの

飛翔のほか、ハチクマ、サシバ等のタカ類の渡りの飛翔が確認されている。 

さらに、対象事業実施区域の南側には、主要な眺望点である「鉢伏山」が存在

している。 

このため、本事業者は、専門家及び関係行政機関とともに、専門的・学術的見

地からの幅広い意見交換を行う場となる複数の専門家で構成される猛禽類協議

会を自主的に設立し、稼働制限等の環境保全対策を実施する場合の適切な時期

等の運用方法について検討を行うこととしている。 

以上のことから、本事業の実施に当たっては、以下の措置を適切に講ずるとと

もに、その旨を評価書に記載すること。 

１．総論 

事業実施に当たっては、以下の取組を行うこと。 

（１）関係機関等との連携及び地域住民等への説明

本事業計画の今後の検討に当たっては、関係機関等と調整を十分に行った上
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で、環境影響評価手続を実施すること。また、地域住民等の関係者に対し、丁

寧かつ十分な説明を行うこと。 

 

（２）事後調査について 

ア 事後調査を適切に実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて、

追加的な環境保全措置を適切に講ずること。 

イ 上記の追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、措置の内容が十分な

ものとなるよう、これまでの調査結果及び専門家等からの助言を踏まえ、事

業者により設立している猛禽類協議会等も活用し、客観的かつ科学的に検討

すること。 

ウ 事後調査により本事業による環境影響を分析し、判明した環境の状況に応

じて講ずる環境保全措置について、検討の過程、内容、効果及び不確実性の

程度について報告書として取りまとめ、公表すること。 

 

（３）累積的な影響について 

ア 対象事業実施区域の周辺では、他の事業者による風力発電所が環境影響評

価手続中であることから、可能な限り事業者間で調整し、必要な情報を共有

することで、地域全体の環境影響の低減を図るため、累積的な影響を考慮し

た事業計画とすること。 

イ 他の事業者から累積的な影響の予測及び評価に必要な情報の提供依頼が

あった場合には、可能な限り情報を共有すること。 

 

２．各論 

（１）騒音に係る影響 

対象事業実施区域の周辺には、複数の住居等が存在しており、本事業の実施

による工事用資材等の搬出入に伴う騒音は最大で 14dB、風力発電機の稼働に

伴う騒音は最大で 7dBと、参考とした環境基準等は満足するものの、どちらも

現況よりも騒音レベルが増加する予測結果となっている。 

このため、騒音による生活環境への影響を極力低減する観点から、評価書段

階での予測及び評価に基づき、騒音による生活環境への影響が生じるおそれの

ある住居等に対して、環境保全措置及びその効果を含む十分な説明を実施する

こと。 

 

（２）鳥類に対する影響 

対象事業実施区域の周辺では、種の保存法に基づき国内希少種に指定されて

いるクマタカのペアによる営巣及び繁殖が複数確認されており、対象事業実施

区域及びその周辺では、種の保存法に基づき国内希少種に指定されているイヌ

ワシの飛翔のほか、ハチクマ、サシバ等のタカ類の渡りの飛翔が確認されてい

ることから、これらの鳥類への影響が懸念される。 

このため、本事業の実施によるこれら鳥類への影響を回避又は低減する観点

から、以下の措置を講ずること。 



 

ア 以下のイ～エの事項の検討に当たっては、知見を有する複数の専門家等に

よる猛禽類協議会における、営巣及び繁殖、風力発電設備への衝突、移動の

阻害等に関する助言を踏まえるとともに、検討結果及びそれを踏まえた対応

について、関係地方公共団体及び関係行政機関に報告し、公開することによ

り、透明性及び客観性を確保した上で、地域住民等の理解を得ながら、事業

を実施すること。 

イ クマタカの繁殖活動への影響が懸念されることから、工事中の繁殖状況の

モニタリング結果を踏まえ、必要に応じてクマタカの繁殖影響の回避・低減

に十分な工事内容、工事時期及び工事期間に係る環境保全措置を講ずるこ

と。また、クマタカの飛翔状況及び繁殖状況に係る事後調査を適切に実施し、

営巣及び繁殖の放棄等の重大な影響が認められた場合は、追加的な環境保全

措置を講ずること。 

ウ イヌワシの飛翔やタカ類の渡りについて、対象事業実施区域の稜線上に秋

季の飛翔・渡りが集中して確認されていることから、運転開始までに猛禽類

の飛翔及び渡りの追加調査を行い、衝突のおそれが高い季節及び時間帯につ

いて調査結果を集積するとともに、必要に応じて、カメラやレーダー等の機

器を設置することで、鳥類の飛翔・渡りを把握し、精度の高い稼働調整を行

うなどの技術的な検討を実施すること。 

エ 鳥類の風力発電設備への衝突や移動経路の阻害等に係る環境影響評価の

予測には大きな不確実性が伴うことから、稼働後のバードストライクの有無

に係る事後調査を適切に実施すること。また、事後調査の結果、多数の鳥類

の衝突が確認されるなど、重要な鳥類や渡り鳥に対する重大な影響が認めら

れた場合は、環境保全措置に係る最新の知見の収集に努め、渡り鳥の移動経

路等に係る調査を実施の上、ブレード塗装やシール貼付等の鳥類からの視認

性を高める措置等を含む追加的な環境保全措置を講ずること。 

オ 稼働後にバードストライクが発生した場合の措置の内容について事前に

定めるとともに、重要な鳥類の衝突等による死亡・傷病個体が確認された場

合は、確認位置や損傷状況等を記録し、関係機関との連絡・調整、死亡・傷

病個体の搬送、関係機関による原因分析及び傷病個体の救命への協力を行う

こと。 

 

（３）景観に対する影響 

対象事業実施区域の南側には、主要な眺望点である「鉢伏山」が存在してい

るところ、本準備書では、主要な眺望方向である敦賀湾方面に介在しないこと、

登山で利用されることの多い着葉期は樹木の遮蔽により視認されないことか

ら、影響が小さいとしているが、鉢伏山から視認できる風力発電機のうち１～

３号機は垂直見込角が9.9度～13.4度であり、眺望に対する影響が懸念される。 

このため、風力発電設備等の配置等について、フォトモンタージュを作成し

たうえで鉢伏山の管理者、地方公共団体その他の関係機関、地域住民等に景観

に対する影響を説明し、聴取した意見を踏まえて、本事業の実施による景観に

対する影響を極力低減するとともに、風力発電機が鉢伏山の登山利用者等から



 

可能な限り視認されないよう、山頂の植生の管理等も含め、有効な措置を検討

すること。また、それらの検討結果等を住民、地元自治体等に丁寧に説明する

こと。 

 

（４）残土について 

本事業の実施に伴い発生する残土については、対象事業実施区域内の３か所

の谷部に盛土を実施し、土捨場とすることで処分する計画としている。風力発

電設備等の設置に関する工法の工夫等により、残土の発生量を可能な限り抑制

し、やむを得ず発生する残土についても、対象事業実施区域内への土捨場の設

置による処分を優先せず、福井県をはじめ関係機関等と十分に調整を行い、対

象事業実施区域外に搬出し、再利用を図ることを引き続き検討すること。 

 

 


